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１ 開催日時  令和５年10月２日(月) 

        開会 ９時25分  閉会 10時00分 

 

 

２ 開催場所  プラザおおるり ３階 大会議室 

 

 

３ 出席委員  18名 

池ヶ谷 明生  今村 晴喜   井村 浩幸   岩本 剛久 

後藤  直   櫻井 和也   澤本 𠮷廣   柴田 重雄     

柴野 佳代子  鈴木  聡   鈴木 芳信   原田 勝司 

増本  努   森下 孝之   守谷 能精   八木 純子    

森  孝雄   山下  忍 

         

 

 

４ 欠席委員  １名 

        仲山 和彦 

 

 

５ 臨時議長の選出 

 

 

６ 議事日程   

  第１ 議事録署名人の指名  

  第２ 議案 第37号 農業委員会会長の選出について 

  第３ 議案 第38号 農業委員会会長の職務を代理する委員の選出について 

第４        議席の指定について 

第５ 議案 第39号 農地利用最適化推進委員の決定について 

 

 

７ 農業委員会事務局職員  事 務 局 長   山本 敏幸 

              係   長   磯口 薫 

              主   査   櫻井 暢子 

              主   査   大塚 早矢佳 

              主 事   石原 裕之 
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８ 会議の概要 

○事務局（山本局長） 新たな農業委員会委員での最初の総会を開催いたします。 

私は農業委員会事務局長の山本と申します。よろしくお願いします。 

まず議事に入る前に、会長選出までの臨時議長を選出することになります。島田市農業委員会選挙

事務取扱規程 第11条により最初の総会においては、年長の委員が臨時の議長を務めていただくことに

なっております。従いまして増本委員にお願いしたいと思います。 

会長等の選出関連法規については、主なものを抜粋でお手元に用意させていただきましたので、ご

参照ください。 

それでは増本委員、よろしくお願いいたします。 

  

○臨時議長（増本 努） それでは、会長が選出されるまでの間、年長の委員ということで、私が臨

時に議長を務めさせていただきますので、よろしくお願いします。 

本日の出席状況ですが、仲山委員から欠席の届出がありましたので、18名の出席となります。 

農業委員会等に関する法律 第27条第３項に規定する過半数の委員の出席を得ておりますので、これ

より本日の総会を議事日程により進めていきたいと思います。 

本日の総会の議事日程につきまして、事務局の説明を求めます。 

 

○事務局（山本局長） （議事日程を朗読） 

 

〔日程第１ 議事録署名人の指名〕 

○臨時議長（増本 努） それでは本日の議事録署名人を決めたいと思います。私から指名させてい

ただくことでご異議ございませんか。 

 

○出席委員 （異議なし） 

 

○臨時議長（増本 努） それでは議事録署名人は、池ヶ谷明生委員と今村晴喜委員にお願いいたし

ます。 

次に会議書記の指名を行います。本日の会議書記には、農業委員会事務局の磯口係長を指名いたし

ます。 

 

〔日程第２ 議案第40号〕 

○議長（増本 努） それでは、議事に入ります。 

議案第37号 農業委員会会長の選出について上程します。事務局の説明を求めます。 

 

（議案第37号 農業委員会会長の選出について） 

○事務局（山本局長） 報告第37号 農業委員会会長の選出について 

農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第５条第２項及び島田市農業委員会規程第２条

第２項の規定により会長の選出を求める。 

令和５年10月２日 島田市農業委員会臨時会長 

農業委員会等に関する法律第５条第２項に、会長は委員が互選した者をもって充てることとなって

おります。 

なお、前回の例ですが、島田市農業委員会選挙事務取扱規程 第９条にあります指名推薦とし、選考

委員会を設けて選考を行っておりております。以上です。 

 

○臨時議長（増本 努） 説明が終わりました。選出方法について、前回同様指名推薦とし、会長候

補者とする被指名人を選考委員によって選出したいと思います。これにご異議ございませんか。 
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○出席委員 （異議なし） 

 

○臨時議長（増本 努） 異議がないものと認め、指名推薦によるものとし、会長候補者を選考委員

によって選出するものとします。 
選考委員の選出方法についてお諮りします。選出方法はどのように取り計らいましょうか。 

 

○出席委員 （議長一任の声あり） 

 

○臨時議長（増本 努） ただ今、議長一任というご意見がありましたので、選考委員会の設置につ

いて前例があり、また初めての顔合わせでもありますので、事務局から指名していただきたいと思い

ます。 
 

○事務局（山本局長） 慣例では６名を選出しておりました。これにならって選考委員について地域

的バランスを考慮し、同じく６名の方にお願いしたいと思います。お名前をお呼びします。 

 旧市内から、鈴木芳信委員。島田北部、柴田重雄委員。初倉、今村晴喜委員。金谷、後藤正委員。

川根、森下孝之委員。女性、八木純子委員。 

 以上の方は、第３多目的室へ移動をお願いします。 

 ここで、暫時、休憩とします。 

 

○臨時議長（増本 努） ここで、暫時、休憩とします。 
 

（休憩 午前９時35分） 

 

（再開 午前９時40分） 

 

○臨時議長（増本 努） それでは、会議を再開します。選考委員は、選考結果を報告してください。 

 

○委員（鈴木芳信） 会長に山下忍委員を提案いたします。 

 

○臨時議長（増本 努） 選考委員会による選考の結果､会長に山下忍委員が提案されました。お諮り

します。山下忍委員を会長に選出することにご異議ありませんか。 
 

○出席委員 （異議なし） 

 

○臨時議長（増本 努） 異議なしと認め、農業委員会会長の選出については山下忍委員に決定しま

した。 

会長に選出されました山下忍委員からご挨拶をいただきたいと思います。 
 

○委員（山下 忍） （あいさつ） 

 

〔日程第３ 議案第38号〕 

○議長（山下 忍） 続いて、議案第38号 農業委員会会長の職務を代理する委員の選出について上

程します。事務局の説明を求めます。 
 

（議案第38号 農業委員会会長の職務を代理する委員の選出について） 
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○事務局（山本局長）  報告第38号 農業委員会会長の選出について 

農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第５条第５項、島田市農業委員会規程第３条の

規定により会長の職務を代理する委員の選出を求める。 

令和５年10月２日 島田市農業委員会会長 

こちらは島田市農業委員会規程の第３条に基づき、会長の職務代理者を選出していただきます。 

なお、前回の例ですが、選考委員会の中で選出いただいてきております。以上です。 

 

○議長（山下 忍） 説明が終わりました。選出方法についてですが、指名推薦とし、私も加わって

先程の選考委員の皆様に選考いただきたいと思います。これにご異議ありませんか。 
 

○出席委員 （異議なし） 

 

○議長（山下 忍） それでは、選考委員の皆様は再度第３多目的室へご集合ください。 

 暫時、休憩とします。 
 

（休憩 午前９時45分） 

 

（再開 午前９時50分） 

 

○議長（山下 忍） それでは、会議を再開します。選考委員は選考結果を報告してください。 

 

○委員（鈴木芳信） 職務代理者に森孝雄委員を提案いたします。 

 

○議長（山下 忍） 選考委員会による選考の結果､職務代理者に森孝雄委員が提案されました。お諮

りします。森孝雄委員を会長に選出することにご異議ありませんか。 
 

○出席委員 （異議なし） 

 

○議長（山下 忍） 異議なしと認め、農業委員会会長の職務を代理する委員の選出については森孝

雄委員に決定しました。 

職務代理者となりました森孝雄委員よりご挨拶をお願いいたします。 
 

○委員（森 孝雄） （あいさつ） 

 

〔日程第４ 議席の指定について〕 

○議長（山下 忍） 次に、日程第４、議席の決定について議題とします。事務局の説明を求めます。 
 

○事務局（山本局長） 委員の議席につきましては、島田市農業委員会総会会議規則第６条の規定に

より、最初の総会において、議長が定めることになっておりますのでよろしくお願いします。以上で

す。 

 

○議長（山下 忍） ただ今の説明のとおり、議席につきましては、私が決めさせていただきたいと

思いますがよろしいでしょうか。 

 

○出席委員 （異議なし） 
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○議長（山下 忍） ご異議ないようですので、議長案について、事務局から発表をお願いします。 

 

○事務局（山本局長）  それでは、議席番号を発表させていただきたいと思います。敬称は略させ

て頂きますので失礼についてはご容赦ください。 

１番、池ヶ谷昭生。２番、今村晴喜。３番、井村浩之。４番、岩本剛久。５番、後藤直。６番、櫻

井和也。７番、澤本𠮷廣。８番、柴田重雄。９番、柴野佳代子。10番、鈴木聡。11番、鈴木芳信。12

番、仲山和彦。13番、原田勝司。14番、増本努。15番、森下孝之。16番、守谷能精。17番、八木純

子。18番、森孝雄。19番、山下忍。以上となります。 

なお議席番号の入った名札につきましては次の会議から用意させていただきます。 

 

〔日程第５ 議案第39号〕 

○議長（山下 忍） では次に、日程第５、議案第39号 農地利用最適化推進委員の決定について議

題とします。事務局の説明を求めます。 

 

（議案第39号 農地利用最適化推進委員の決定について） 

○事務局（山本局長） 報告第39号 農地利用最適化推進委員の決定について 

農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第17条第１項の規定により農地利用最適化推進

委員を下記のとおり決定するものとする。 

令和５年10月２日 島田市農業委員会会長 

農業委員会等に関する法律 第17条第１項において農業委員会が農地利用最適化推進委員を委嘱し

なければならないことになっております。 

島田市においては定数14名の農地利用最適化推進委員について団体からの推薦、一般募集の方法に

より公募いたしました。 

その結果として、別紙に示す候補者となっております。 

この委嘱にあたりまして、農業委員の皆様に農地利用最適化推進委員の選考決定をお願いするもの

です。以上です。 

 

○議長（山下 忍） ただいま、説明がありました。ご質問がありましたら、お願いします。 

 

○出席委員 （質疑なし） 

 

○議長（山下 忍） ご質問もないようですので、採決します。 

この議案第39号 農地利用最適化推進委員の決定について、別紙に記載の14名の方に決定すること

でご異議ございませんか。 

 

○出席委員 （異議なし） 

 

○議長（山下 忍） 全員の賛成をいただきました。よって、農地利用最適化推進委員は別紙に記載

の14名の方に決定しました。 

 

○議長（山下 忍） 以上をもちまして本日の案件は終了いたしました。 

これをもちまして、総会を閉会いたします。 

 


